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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報サイトを提供する商品情報紹介システムのポイント管理装置において、
　会員ポイントを記憶しておくポイント記憶部と、
　前記情報サイトに商品情報を掲載した出品者の会員ＩＤを受信後、前記ポイント記憶部
から当該会員ＩＤの会員ポイントを読み出して当該会員ポイントにポイントを加算すると
ともに、前記情報サイトの商品情報に対するユーザのエントリー情報を開示要求した出品
者の会員ＩＤを受信後、前記ポイント記憶部から当該会員ＩＤの会員ポイントを読み出し
て当該会員ポイントからポイントを減算するポイント計算部と、
　を備えることを特徴とするポイント管理装置。
【請求項２】
　前記会員ポイントは、
　前記出品者による複数の商品情報の掲載に応じて加算されることを特徴とする請求項１
に記載のポイント管理装置。
【請求項３】
　前記会員ポイントは、
　前記出品者によるポイントの購入に応じて加算されることを特徴とする請求項１または
２に記載のポイント管理装置。
【請求項４】
　前記ポイント計算部は、
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　前記情報サイトの商品情報に対してエントリーしたユーザの会員ＩＤを受信後、前記ポ
イント記憶部から当該会員ＩＤの会員ポイントを読み出して当該会員ポイントにポイント
を加算することを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載のポイント管理装置。
【請求項５】
　前記ポイント計算部は、
　不正なエントリー情報の開示を受けた出品者からのポイントバック要求を受信後、前記
ポイント記憶部から当該出品者の会員ポイントを読み出して当該会員ポイントを元に戻す
ことを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載のポイント管理装置。
【請求項６】
　前記ポイント計算部は、
　出品者またはユーザからのポイント利用要求を受信後、前記ポイント記憶部から当該出
品者またはユーザの会員ポイントを読み出して所定数のポイントを他の情報サイトへ送信
することを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載のポイント管理装置。
【請求項７】
　前記ポイント計算部は、
　前記情報サイトを紹介した紹介元の会員ＩＤと前記情報サイトの紹介を受けた紹介先の
会員ＩＤであって、前記紹介元からの当該紹介元の会員ＩＤを含む紹介情報を前記紹介先
が受信し、当該紹介先が当該紹介情報を利用して会員情報の仮登録を行うことに基づく前
記紹介元の会員ＩＤと前記紹介先の会員ＩＤを受信後、前記ポイント記憶部から当該紹介
元の会員ＩＤの会員ポイントと当該紹介先の会員ＩＤの会員ポイントをそれぞれ読み出し
て、当該紹介元の会員ＩＤの会員ポイントと当該紹介先の会員ＩＤの会員ポイントにそれ
ぞれポイントを加算することを特徴とする請求項１ないし６のいずれかに記載のポイント
管理装置。
【請求項８】
　前記情報サイトの紹介によるポイントの加算は、
　前記紹介先が他の紹介先に前記情報サイトを紹介した場合、前記紹介元の会員ＩＤの会
員ポイントにポイントを加算するポイント加算であることを特徴とする請求項７に記載の
ポイント管理装置。
【請求項９】
　前記商品情報は、
　不動産に関する情報、または、動産に関する情報であることを特徴とする請求項１ない
し８のいずれかに記載のポイント管理装置。
【請求項１０】
　前記エントリー情報は、
　前記商品情報を問い合わせる情報、または、前記商品情報を評価する情報であることを
特徴とする請求項１ないし９のいずれかに記載のポイント管理装置。
【請求項１１】
　情報サイトを提供する商品情報紹介システムのポイント管理装置で行うポイント管理方
法において、
　前記ポイント管理装置は、
　会員ポイントをポイント記憶部に記憶しておくステップと、
　前記情報サイトに商品情報を掲載した出品者の会員ＩＤを受信後、前記ポイント記憶部
から当該会員ＩＤの会員ポイントを読み出して当該会員ポイントにポイントを加算するス
テップと、
　前記情報サイトの商品情報に対するユーザのエントリー情報を開示要求した出品者の会
員ＩＤを受信後、前記ポイント記憶部から当該会員ＩＤの会員ポイントを読み出して当該
会員ポイントからポイントを減算するステップと、
　を行うことを特徴とするポイント管理方法。
【請求項１２】
　請求項１ないし１０のいずれかに記載のポイント管理装置としてコンピュータを機能さ
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せることを特徴とするポイント管理プログラム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載したポイント管理プログラムを記録したポイント管理プログラム記録
媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポイントサービスビジネスの技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、ポイントサービスビジネスが活発である。ポイントサービスビジネスとは、実店
舗や仮想店舗で商品を購入したユーザに対し、商品購入の特典としてポイントを付与する
商売形態である。特許文献１には、消費者が商品を企業から購入して商品購入代金を支払
うと、当該企業との間で契約を交わした仲介手段が当該消費者にポイントを付与するビジ
ネスモデルが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２４６６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　店舗の運営者は、様々なユーザの要望に応えられるように、できる限り多くの商品を予
め揃えておく必要がある。特にインターネット上に構築された仮想店舗のサイト運営者に
とっては、仮想店舗内の情報サイトに掲載する商品を増やすことが優先的な課題となる。
そこで、特許文献１のビジネスモデルを商品の出品者側にも適用することが考えられる。
しかし、商品の出品者は商品の購入者ではないため、商品購入の特典としてポイントを付
与する従来型のビジネスモデルを用いることは適切でない。
【０００５】
　本発明は、上記事情を鑑みてなされたものであり、仮想店舗内の情報サイトに掲載する
商品情報を効率的に増加可能な仕組みを持つビジネスモデルを提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以上の課題を解決するため、請求項１に係るポイント管理装置は、情報サイトに商品情
報を掲載した出品者にポイントを与え、前記情報サイトの商品情報に対するユーザのエン
トリー情報を開示要求した出品者の保有ポイントからポイントを減ずるポイント計算部を
備えることを特徴とする。
【０００７】
　請求項２に係るポイント管理装置は、請求項１に記載のポイント管理装置において、前
記ポイント計算部は、前記出品者による複数の商品情報の掲載に応じてポイントを累積し
、累積ポイントからポイントを減ずることを特徴とする。
【０００８】
　請求項３に係るポイント管理装置は、請求項１または２に記載のポイント管理装置にお
いて、前記ポイント計算部は、前記出品者によるポイントの購入に応じてポイントを与え
、購入ポイントからポイントを減ずることを特徴とする。
【０００９】
　請求項４に係るポイント管理装置は、請求項１ないし３のいずれかに記載のポイント管
理装置において、前記ポイント計算部は、前記情報サイトの商品情報に対してエントリー
したユーザにポイントを与えることを特徴とする。
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【００１０】
　請求項５に係るポイント管理装置は、請求項１ないし４のいずれかに記載のポイント管
理装置において、前記ポイント計算部は、不正なエントリー情報の開示を受けた出品者か
らのポイントバック要求に応じて当該出品者の保有ポイントを元に戻すことを特徴とする
。
【００１１】
　請求項６に係るポイント管理装置は、請求項１ないし５のいずれかに記載のポイント管
理装置において、前記ポイント計算部は、出品者またはユーザからのポイント利用要求に
応じて所定数のポイントを他の情報サイトへ送信することを特徴とする。
【００１２】
　請求項７に係るポイント管理装置は、請求項１ないし６のいずれかに記載のポイント管
理装置において、前記ポイント計算部は、前記情報サイトを紹介した紹介元と前記情報サ
イトの紹介を受けた紹介先にそれぞれポイントを与えることを特徴とする。
【００１３】
　請求項８に係るポイント管理装置は、請求項７に記載のポイント管理装置において、前
記ポイント計算部は、前記紹介先が前記情報サイトを紹介した場合、前記紹介元にポイン
トを与えることを特徴とする。
【００１４】
　請求項９に係るポイント管理装置は、請求項１ないし８のいずれかに記載のポイント管
理装置において、前記商品情報は、不動産に関する情報、または、動産に関する情報であ
ることを特徴とする。
【００１５】
　請求項１０に係るポイント管理装置は、請求項１ないし９のいずれかに記載のポイント
管理装置において、前記エントリー情報は、前記商品情報を問い合わせる情報、または、
前記商品情報を評価する情報であることを特徴とする。
【００１６】
　請求項１１に係るポイント管理方法は、ポイント管理装置で行うポイント管理方法にお
いて、前記ポイント管理装置は、情報サイトに商品情報を掲載した出品者にポイントを与
え、前記情報サイトの商品情報に対するユーザのエントリー情報を開示要求した出品者の
保有ポイントからポイントを減ずるステップを行うことを特徴とする。
【００１７】
　請求項１２に係るポイント管理プログラムは、請求項１ないし１０のいずれかに記載の
ポイント管理装置としてコンピュータを機能させることを特徴とする。
【００１８】
　請求項１３に係るポイント管理プログラム記録媒体は、請求項１２に記載したポイント
管理プログラムを記録したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、仮想店舗内の情報サイトに掲載する商品情報を効率的に増加可能な仕
組みを持つビジネスモデルを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明に係るビジネスモデルの特徴を示す図である。
【図２】本発明に係るビジネスモデルの更なる特徴を示す図である。
【図３】本発明に係るビジネスモデルの更なる特徴を示す図である。
【図４】商品情報紹介システムの構成を示す図である。
【図５】会員管理システムの機能ブロック構成を示す図である。
【図６】ポイント管理システムの機能ブロック構成を示す図である。
【図７】商品情報掲載システムの機能ブロック構成を示す図である。
【図８】エントリーシステムの機能ブロック構成を示す図である。
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【図９】紹介システムの機能ブロック構成を示す図である。
【図１０】ポイント処理に関する処理動作の概要を示す図である。
【図１１】会員登録の処理シーケンスを示す図である。
【図１２】会員登録画面の例を示す図である。
【図１３】データ構成の例を示す図である。
【図１４】商品情報掲載、商品情報へのエントリー、エントリー購入の処理シーケンスを
示す図である。
【図１５】エントリー入力画面の例を示す図である。
【図１６】図１４の処理による効果を示す図である。
【図１７】ポイント購入の処理シーケンスを示す図である。
【図１８】ポイント購入画面の例を示す図である。
【図１９】ポイントバックの処理シーケンスを示す図である。
【図２０】友達紹介の処理シーケンスを示す図である。
【図２１】友達紹介の処理シーケンスを示す図である。
【図２２】ポイント交換の処理シーケンスを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１は、本発明に係るビジネスモデルの特徴を示す図である。図１では、不動産に関す
るリノベーション物件情報を紹介する例を示す。リノベーション物件情報の出品者が商品
販売で収益を得るためには、商品情報紹介システムの情報サイトに掲載された自社の商品
情報にアクセスしたユーザのエントリー情報を取得しなければならない。
【００２２】
　そこで、本発明は、情報サイトを提供する商品情報紹介システムにおいて、出品者にユ
ーザのエントリー情報を開示する際にポイントを消費させる仕組みを持つ。これにより、
出品者がユーザのエントリー情報を得るには、必ずポイントを獲得しなければならなくな
る。また、本発明は、上記商品情報紹介システムにおいて、情報サイトに商品情報を掲載
した出品者にポイントを付与する仕組みを持つ。これにより、出品者がポイントを獲得す
るためには、情報サイトに商品情報を掲載することになる。その結果、情報サイトには多
くの商品情報が掲載されることになる。
【００２３】
　すなわち、本発明では、“情報サイトに商品情報を掲載した出品者にポイントを与え、
当該情報サイトの商品情報に対するユーザのエントリー情報を開示要求した出品者の保有
ポイントからポイントを減ずる”ことを特徴とするビジネスモデルを提供する。当該ビジ
ネスモデルを用いることにより、“エントリー情報の開示⇒ポイントの消費⇒商品情報の
掲載⇒ポイントの付与⇒エントリー情報の開示⇒…”という、情報サイトのサイト運営者
にとって正のスパイラルが繰り返されることになるので、サイト運営者が出品者に商品情
報の掲載を積極的に依頼しなくても効率的かつ自律的に増やすことができる。
【００２４】
　図２は、本発明に係るビジネスモデルの更なる特徴を示す図である。本発明は、商品情
報紹介システムにおいて、ポイントを購入した出品者にポイントを与える仕組みを持つ。
これにより、出品者は、情報サイトに商品情報を掲載することによりポイントを獲得する
場合よりも、短期間で一度に大量のポイントを獲得することができる。また、サイト運営
者は、ポイント販売による収益を得ることができる。
【００２５】
　図３は、本発明に係るビジネスモデルの更なる特徴を示す図である。本発明は、商品情
報紹介システムにおいて、情報サイトを紹介した紹介元と当該情報サイトの紹介を受けた
紹介先にそれぞれポイントを与える仕組みを持つ。これにより、図３に示したユーザが友
達へ情報サイトを紹介すると、紹介元のユーザに加え、紹介を受けた友達にもポイントが
付与されることとなる。
【００２６】
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　また、図３に示すように、本発明は、商品情報紹介システムにおいて、上記紹介先が情
報サイトを紹介した場合、上記紹介元（紹介者の大元）にポイントを与える仕組みを持つ
。これにより、図３に示した友達が友達（ユーザにとっては、友達の友達）へ情報サイト
を紹介すると、当該情報サイトを紹介した大元のユーザにもポイントが付与されることと
なる。
【００２７】
　このように、情報サイトを紹介すると、紹介元に加え、紹介先や紹介した大元にもポイ
ントが付与されるので、情報サイトを紹介すればするほどポイントが自身以外にも溜まり
、紹介の連鎖が発生し易くなる。それゆえ、情報サイトのサイト運営者にとって、当該情
報サイトを積極的に広告しなくても当該情報サイトを効率的に広告・宣伝することができ
、当該情報サイトの会員を効率的かつ自然に増やすことができる。
【００２８】
　以下、本発明を実施する一実施の形態について図面を用いて説明する。
【００２９】
　図４は、本実施の形態に係る商品情報紹介システムの構成を示す図である。当該商品情
報紹介システム１は、会員管理システム１１と、ポイント管理システム１２と、商品情報
掲載システム１３と、エントリーシステム１４と、紹介システム１５と、を備えて構成さ
れる。当該複数のシステムは、互いに通信可能に物理的および電気的に接続されており、
会員または非会員に対してＷｅｂで情報を提供する。また、当該複数のシステムは、イン
ターネット上に構築されており、インターネットに接続可能な端末からアクセス可能であ
る。
【００３０】
　会員管理システム１１は、図５に示すように、非会員からの会員登録要求または会員か
らのログイン要求を受け付ける要求受付部１１１と、会員に関する会員情報を登録する会
員情報登録部１１２と、登録された会員情報を記憶管理する会員情報記憶部１１３と、会
員情報を他のシステム等へ送信する会員情報送信部１１４と、会員からのログインを認証
するログイン認証部１１５と、を備えて構成される。
【００３１】
　ここで、会員について説明する。会員とは、商品情報紹介システム１を利用するために
個人情報等の諸情報を登録した会員をいう。例えば、商品情報紹介システム１の情報サイ
トに商品情報を掲載したいビジネス会員（出品者）、当該情報サイトに掲載された商品情
報について問い合わせ等を行いたい一般会員（ユーザ）である。
【００３２】
　ポイント管理システム１２（ポイント管理装置）は、図６に示すように、会員（出品者
およびユーザ）が保有するポイントを記憶管理するポイント記憶部１２１と、会員のポイ
ントを計算するポイント計算部１２２と、会員のポイントを他のシステム等へ送信するポ
イント送信部１２３と、会員からのポイントバック要求の正当性を判定するポイントバッ
ク判定部１２４と、会員からのポイント利用要求に基づきポイントを変換・交換するポイ
ント交換部１２５と、を備えて構成される。
【００３３】
　商品情報掲載システム１３は、図７に示すように、商品情報を記憶する商品情報記憶部
１３１と、商品情報を自システム内のＷｅｂページ上の情報サイトに掲載表示する商品情
報表示部１３２と、会員からの商品掲載要求を受け付ける掲載要求受付部１３３と、会員
からの商品情報を商品情報記憶部１３１に登録する商品情報登録部１３４と、商品情報に
対する会員からのエントリーを受け付けるエントリー受付部１３５と、受け付けたエント
リー情報を他のシステム等に送信するエントリー情報送信部１３６と、を備えて構成され
る。
【００３４】
　エントリーシステム１４は、図８に示すように、受け付けたエントリー情報の正当性を
判定するエントリー判定部１４１と、エントリー情報を登録するエントリー情報登録部１
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４２と、エントリー情報を記憶管理するエントリー情報記憶部１４３と、登録されたエン
トリー情報を他のシステム等へ送信するエントリー情報送信部１４４と、会員からのエン
トリー購入要求を受け付けるエントリー情報購入受付部１４５と、を備えて構成される。
【００３５】
　紹介システム１５は、図９に示すように、会員情報を登録する会員情報登録部１５１と
、登録された会員情報を記憶管理する会員情報記憶部１５２と、情報サイトを紹介した紹
介元と情報サイトの紹介を受けた紹介先とを関連付けた紹介情報を登録する紹介情報登録
部１５３と、当該紹介情報を記憶管理する紹介情報記憶部１５４と、当該紹介情報を他の
システムへ送信する紹介情報送信部１５５と、を備えて構成される。
【００３６】
　なお、紹介システム１５が備える会員情報登録部１５１と会員情報記憶部１５２は、そ
れぞれ会員管理システム１１が備える会員情報登録部１１２と会員情報記憶部１１３と同
じであるため、会員情報についてはいずれか一方のシステムで一元管理してもよいし、そ
の２つのシステム間で定期または非定期に同期処理を行ってもよい。
【００３７】
　ここで、上述した商品情報紹介システム１の適用分野について説明する。当該商品情報
紹介システム１は、任意のサービスビジネスで利用可能である。例えば、不動産仲介サー
ビス、人材仲介サービス、ジョブマッチングサービス、家電製品販売仲介サービス等で利
用可能である。
【００３８】
　また、出品者とは、例えば、不動産会社、不動産仲介者、施工会社、派遣会社、人材仲
介業者、製造会社等である。
【００３９】
　また、商品情報とは、例えば、新築物件情報、中古物件情報、リノベーション物件情報
、不動産情報、動産情報、賃貸情報、バス、トイレ、キッチン、家具、人材情報、求人・
仕事情報、家電情報等である。
【００４０】
　また、エントリー情報とは、例えば、商品情報を問い合わせる情報、商品情報を評価す
る情報等である。具体的には、購入要求、質問、「いいね！」等の評価である。
【００４１】
　次に、商品情報紹介システム１の処理動作について説明する。
【００４２】
　図１０は、商品情報紹介システム１で行うポイント処理に関する処理動作の概要を示す
図である。当該商品情報紹介システム１は、（１）会員登録処理、（２）商品情報掲載、
商品情報へのエントリー、エントリー購入処理、（３）ポイント購入処理、（４）ポイン
トバック処理、（５）友達紹介処理、（６）情報サイト間ポイント交換処理を行い、各処
理に応じてポイント処理を行う。
【００４３】
　（１）会員登録処理
　図１１を用いて、会員を登録する処理動作について説明する。
【００４４】
　ステップＳ１０１；
　非会員がユーザ端末３を用いて会員管理システム１１へアクセスすると、会員登録画面
が画面に表示される。会員登録画面には、図１２に示すように、会員登録時に獲得できる
ポイントが予め表示されている。ここで、上記非会員が当該会員登録画面の入力欄に名前
、住所等の諸情報を入力し、同画面内の登録ボタンを押し下げると、会員管理システム１
１は、上記非会員による会員登録要求を受け付ける。
【００４５】
　ステップＳ１０２；
　次に、会員管理システム１１は、上記非会員に対して会員ＩＤを付与し、ログインパス



(8) JP 6652546 B2 2020.2.26

10

20

30

40

50

ワードを発行するとともに、入力された諸情報と会員ＩＤおよびパスワードとを関連付け
て会員情報として登録する。会員情報は、例えば、図１３に示す「会員」「連絡先」「会
員属性」「ビジネス会員」リスト内の情報である。
【００４６】
　ステップＳ１０３～ステップＳ１０４；
　次に、会員管理システム１１は、登録した会員情報をポイント管理システム１２へ送信
する。その後、ポイント管理システム１２は、受信した会員情報から会員ＩＤを取得し、
当該会員ＩＤに対して会員登録時のポイント（新規登録ポイント）を付与する。例えば、
会員登録画面に表示されていた通り、３００ｐｔを付与する。
【００４７】
　ステップＳ１０５；
　次に、ポイント管理システム１２は、ステップＳ１０１の会員登録要求に基づき、ステ
ップＳ１０４で付与した新規登録ポイントをユーザ端末３の画面に表示する。このタイミ
ングで、上記非会員は一般会員（ユーザ）となり、新規登録ポイントを獲得することがで
きる。なお、ポイント管理システム１２は、ステップＳ１０４で付与した新規登録ポイン
トを当該ユーザの保有ポイントに加算しており、新規登録ポイントを表示するともに、当
該ユーザの保有ポイントを併せて表示してもよい。
【００４８】
　ステップＳ１０６～ステップＳ１０７；
　その後、上記ユーザがユーザ端末３を用いて会員管理システム１１へログインすると、
会員管理システム１１は当該ユーザの認証を行う。ログイン画面に入力された会員ＩＤと
パスワードが発行済みのものと合致すれば、商品情報紹介システム１を利用可能となる。
例えば、商品情報掲載システム１３の情報サイトに掲載された商品情報に対してエントリ
ーすること、当該情報サイトに商品情報を掲載すること、が可能となる。
【００４９】
　同様に、出品者の出品者端末５が商品情報紹介システム１との間で、ステップＳ１０１
～ステップＳ１０７と同様の処理を行うことにより、出品者においても、新規登録ポイン
トを獲得することができる。例えば、５００ｐｔを付与する。ポイント管理システム１２
は、個人、法人の別に応じて新規登録ポイントを変えることが可能である。個人、法人の
別については、会員情報の登録時に入力された情報より判別する。例えば、個人または法
人の種別を選択した結果や氏名に基づき判別する。
【００５０】
　以上の通り、商品情報紹介システム１は、会員登録処理時にポイントを付与することが
できる。当該ポイントは会員（出品者、ユーザ）の保有ポイントとなり、会員は任意のタ
イミングで利用することができる。
【００５１】
　（２）商品情報掲載、商品情報へのエントリー、エントリー購入処理
　図１４を用いて、出品者が商品情報を情報サイトに掲載し、ユーザが当該情報サイトの
商品情報に対してエントリーを行い、出品者が当該エントリー情報を購入するまでの一連
の処理動作について説明する。
【００５２】
　ステップＳ２０１～ステップＳ２０２；
　出品者が出品者端末５を用いて会員管理システム１１へログインすると、商品情報掲載
システム１３の情報サイトが画面に表示される。ここで、出品者が画面内の入力欄に掲載
対象の商品情報を入力し、同画面内の掲載ボタンを押し下げると、商品情報掲載システム
１３は、上記出品者による商品掲載要求を受け付け、入力された商品情報を登録し、情報
サイトに掲載表示する。商品情報は、例えば、図１３に示した「掲載情報」リスト内の情
報である。
【００５３】
　ステップＳ２０３～ステップＳ２０４；
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　次に、商品情報掲載システム１３は、上記出品者の会員ＩＤをログイン時の入力情報か
ら取得し、当該会員ＩＤをポイント管理システム１２へ送信する。ポイント管理システム
１２は、受信した会員ＩＤに対して商品情報掲載時のポイント（商品掲載ポイント）を付
与するとともに、当該商品掲載ポイントを当該会員ＩＤの保有ポイントに加算する。例え
ば、２，０００ｐｔを付与する。商品情報の掲載は、情報サイトのサイト運営者にとって
利益的な行為に該当するので、会員登録時よりも多いポイントを付与することが好ましい
。なお、「保有ポイントに加算」は、“累積ポイントに累積”と概ね同義である。ただし
、加算は累積の一計算方法にすぎず、累積処理には他の演算手法（乗算等）を組み合わせ
ることも可能である。
【００５４】
　ステップＳ２０５；
　次に、ポイント管理システム１２は、ステップＳ２０１の商品掲載要求に基づき、ステ
ップＳ２０４で付与した商品掲載ポイントと保有ポイントを出品者端末５の画面に表示す
る。このタイミングで、上記出品者は、上記商品情報の掲載に応じた商品掲載ポイントを
獲得することができ、最新の保有ポイントを確認することができる。
【００５５】
　ステップＳ２０６～ステップＳ２０８；
　その後、ユーザが、ユーザ端末３を用いて商品情報掲載システム１３へログインし、当
該商品情報掲載システム１３の情報サイトを閲覧して、上記出品者の商品情報に対してエ
ントリー情報を入力しようとすると、エントリー入力画面が画面に表示される。エントリ
ー入力画面には、図１５に示すように、「施工会社への資料請求」「事例・物件への見学
希望」「施工依頼」「相談・お問い合わせ」「いいね！」等のエントリー種別を選択する
選択欄が予め用意されている。ここで、上記ユーザが所望のエントリーを選択し、問い合
わせたい内容等を記入した後、同画面内の送信ボタンを押し下げると、商品情報掲載シス
テム１３は、当該ユーザによるエントリー投稿要求を受け付け、入力されたエントリー情
報をエントリーシステム１４へ送信する。エントリー情報は、例えば、図１３に示した「
エントリー」リスト内の情報である。
【００５６】
　ステップＳ２０９～ステップＳ２１０；
　次に、エントリーシステム１４は、受け付けたエントリー情報が掲載商品に対するエン
トリーとして適正か否かの不正チェックを行い、適正である場合にのみ、当該エントリー
情報を登録し、当該エントリー情報を投稿したユーザの会員ＩＤをポイント管理システム
１２へ送信する。なお、エントリーが適正か否かを判定する方法については、任意の方法
を利用可能である。例えば、語彙データベースを用い、公序良俗に反する表現が入力され
ている場合には、不正エントリー・不良エントリーであると判定する。その他、過去に投
稿されたエントリー情報を参照し、今回のエントリー情報と同一であれば、または、当該
同一である回数が閾値以上であれば、ポイントを不正に獲得する目的で意図的にデータを
使い回して入力された可能性があるので、不正エントリー・不良エントリーであると判定
する。その他、サイト運営者が目視で確認するようにしてもよい。
【００５７】
　ステップＳ２１１；
　次に、ポイント管理システム１２は、上記ユーザの会員ＩＤに対してエントリー時のポ
イント（エントリーポイント）を付与するとともに、当該エントリーポイントを当該会員
ＩＤの保有ポイントに加算する。例えば、「いいね！」等の商品評価であれば１０ｐｔを
付与し、商品購入であれば１００ｐｔを付与する。商品購入は、商品評価よりも出品者に
対する利益的な貢献度が高いので、商品評価よりも多いポイントを付与することが好まし
い。ただし、商品評価は情報サイトの広告効果に繋がるので、互いのポイントにあまり大
きい差を設けるのは好ましくない。例えば、１０ｐｔ～１００ｐｔの範囲内で調整するこ
とが好ましい。
【００５８】
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　ステップＳ２１２；
　次に、ポイント管理システム１２は、ステップＳ２０６のエントリー投稿要求に基づき
、ステップＳ２１１で付与したエントリーポイントと保有ポイントをユーザ端末３の画面
に表示する。このタイミングで、上記ユーザは、上記エントリーの投稿に応じたエントリ
ーポイントを獲得することができ、最新の保有ポイントを確認することができる。
【００５９】
　ステップＳ２１３～ステップＳ２１６；
　その後、上記出品者が、掲載した商品情報に対するエントリー情報を購入するため、開
示要求しようとすると、エントリー購入画面が画面に表示される。当該出品者が、当該エ
ントリー購入画面で当該商品情報に対するエントリー情報を指定し、同画面内の購入ボタ
ンを押し下げると、エントリーシステム１４は、上記出品者によるエントリー購入要求を
受け付け、購入したエントリー情報を当該出品者の出品者端末５へ送信するとともに、当
該出品者の会員ＩＤをポイント管理システム１２へ送信する。エントリー購入情報は、例
えば、図１３に示した「エントリー購入」リスト内の情報である。
【００６０】
　ステップＳ２１７～ステップＳ２１８；
　次に、ポイント管理システム１２は、上記出品者の会員ＩＤの保有ポイント（＝累積ポ
イント）からエントリー購入時のポイント（エントリー購入ポイント）を減じ、エントリ
ー購入ポイントと当該出品者の保有ポイントを出品者端末５の画面に表示する。このタイ
ミングで、上記出品者は、エントリー購入により消費したエントリー購入ポイントと最新
の保有ポイントを確認することができる。なお、エントリー購入ポイント（消費ポイント
）は、商品掲載ポイント（付与ポイント）よりも多いことが好ましい。例えば、商品掲載
ポイントが２，０００ｐｔであれば、エントリー購入ポイントを－１０，０００ｐｔとす
る。これにより、出品者がエントリー情報を購入するには、少なくとも５つの商品情報を
情報サイトに掲載しなければならなくなり、情報サイトへの商品情報の増加に寄与するこ
ととなる。
【００６１】
　以上の通り、商品情報紹介システム１は、情報サイトに商品情報を掲載した出品者にポ
イントを与え、当該情報サイトの商品情報に対するユーザのエントリー情報を購入要求し
た出品者の保有ポイントからポイントを減ずるので、図１６に示すように、出品者がエン
トリー情報を購入するには商品情報を掲載しなければならず、その結果、サイト運営者が
出品者に商品情報の掲載を積極的に依頼しなくても効率的かつ自律的に増やすことができ
る。
【００６２】
　（３）ポイント購入処理
　図１７を用いて、ポイントを購入する処理動作について説明する。なお、図１７に示し
た課金システム１６は、商品情報紹介システム１を構成する一システムであり、ポイント
購入要求に応じて請求書を発行する機能を備える。当該課金システム１６は、例えば、情
報サイトの運営会社、公共機構、金融機関等により運営される。
【００６３】
　ステップＳ３０１～ステップＳ３０２；
　出品者が出品者端末５を用いてポイント管理システム１２へログインすると、ポイント
購入画面が画面に表示される。ポイント購入画面には、図１８に示すように、購入金額に
応じたポイントが選択可能に表示されている。ここで、出品者が同画面内で所望のポイン
トボタンを押し下げると、ポイント管理システム１２は、当該出品者によるポイント購入
要求を受け付け、当該出品者の会員ＩＤに対して購入ポイントを付与するとともに、当該
購入ポイントを当該会員ＩＤの保有ポイントに加算する。
【００６４】
　ステップＳ３０３；
　次に、ポイント管理システム１２は、ステップＳ３０１のポイント購入要求に基づき、
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ステップＳ３０２で付与した購入ポイントと保有ポイントをユーザ端末３の画面に表示す
る。このタイミングで、上記出品者は、ポイントの購入に応じた購入ポイントを獲得する
ことができ、最新の保有ポイントを確認することができる。購入ポイントは出品者の保有
ポイントに加算されているので、出品者は、当該購入ポイントを用いてエントリー情報を
購入することができる。
【００６５】
　ステップＳ３０４～ステップＳ３０６；
　また、ポイント管理システム１２は、上記出品者によるポイントの購入に基づき、請求
書発行要求を課金システム１６へ送信する。当該課金システム１６は、受信した請求書発
行要求に基づき、当該出品者が購入したポイントの購入金額を含めた請求書を出品者端末
５の画面に表示する。なお、課金システム１６は、電子媒体の請求書ではなく、紙媒体の
請求書を出品者の住所へ郵送してもよい。
【００６６】
　以上の通り、商品情報紹介システム１は、出品者によるポイントの購入に応じてポイン
トを与えるので、出品者は、短期間で一度に大量のポイントを獲得することができる。ま
た、サイト運営者は、ポイント販売による収益を得ることができる。
【００６７】
　（４）ポイントバック処理
　図１９を用いて、ポイントを戻す処理について説明する。商品情報紹介システム１は、
上述した通りエントリーの不正チェックを行うため、エントリーシステム１４に登録され
ているユーザのエントリー情報は、適正のはずである。しかし、不正チェックの能力には
限界があり、不正エントリー・不良エントリーが登録される可能性はある。そこで、不正
エントリーを購入した出品者を救済するべく、エントリー購入時に消費したポイントを還
元する処理を行う。ここでは、図１４に示したステップＳ２０６～ステップＳ２１８が行
われているものとする。
【００６８】
　ステップＳ４０１；
　出品者が、購入したエントリー情報の内容を目視で確認し、当該エントリー情報が不正
・不良であると特定する。例えば、エントリー情報に入力されている住所が宛先不明であ
る場合、電話番号がブラックリストに掲載されている場合、不正エントリー・不良エント
リーと判定する。当該判定処理は、出品者端末５がインターネット上のブラックリスト情
報等を用いて自動で行ってもよい。そして、出品者がポイントバックを申請する場合、ポ
イントバック申請画面が出品者端末５の画面に表示されるので、出品者は、当該ポイント
バック申請画面に会員ＩＤ、対象エントリーＩＤ、還元ポイント数等の諸情報を入力し、
同画面内の申請ボタンを押し下げる。その後、ポイントバック要求がポイント管理システ
ム１２へ送信される。ポイントバック申請情報については、例えば、図１３に示した「ポ
イントバック設定」「不良エントリー申請」リスト内の情報である。
【００６９】
　ステップＳ４０２～ステップＳ４０３；
　次に、ポイント管理システム１２は、出品者端末５からポイントバック要求を受け付け
、申請審査を開始し、当該ポイントバック要求が適正か否かを判定する。例えば、当該ポ
イントバック要求で不正エントリー情報として指定されたエントリーの内容を取得し、エ
ントリーに入力されている住所が宛先不明である場合、電話番号がブラックリストに掲載
されている場合、受け付けたポイントバック要求を適正要求と決定する。なお、当該処理
は、ポイント管理システム１２のシステム管理者が行ってもよい。
【００７０】
　ステップＳ４０４～ステップＳ４０５；
　その後、ポイント管理システム１２は、受け付けたポイントバック要求が適正要求であ
る場合、上記不正エントリー情報の購入時に減じていたエントリー購入ポイントを出品者
の保有ポイントに加算し、当該加算ポイントを返却ポイントとして出品者端末５の画面に
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表示する。また、ポイント管理システム１２は、上記不正エントリーのエントリー時に加
算していたエントリーポイントを当該不正エントリーに係るユーザの保有ポイントから減
じ、当該減算ポイントを没収ポイントとして当該ユーザのユーザ端末３の画面に表示する
。
【００７１】
　なお、出品者が購入したエントリー情報が不正・不良でなく、受け付けたポイントバッ
ク要求に理由がない場合、ポイント管理システム１２は、ステップＳ４０４～ステップＳ
４０５を行わず、購入したエントリー情報は不正・不良でなく、ポイントバックしないこ
とを出品者端末５の画面に表示する。
【００７２】
　以上の通り、商品情報紹介システム１は、不正なエントリー情報の開示を受けた出品者
からのポイントバック要求に応じて当該出品者の保有ポイントを元に戻すので、不正エン
トリーを購入した出品者を救済することができる。その結果、情報サイトに対する出品者
の信頼度が高まり、より多くの商品情報を掲載しようとする心理的効果を導くことができ
る。
【００７３】
　（５）友達紹介処理
　図２０を用いて、会員のユーザが非会員の友達を紹介する処理動作について説明する。
なお、図２０に示した認証システム１７は、商品情報紹介システム１を構成する一システ
ムであり、会員の認証処理を行う機能を備える。当該会員の認証処理機能は、会員管理シ
ステム１１も同様の機能を備えるので、当該会員管理システム１１が行うようにしてもよ
い。
【００７４】
　ステップＳ５０１；
　会員であるユーザが、ユーザ端末３ａを用いて、商品情報紹介システム１の情報サイト
を紹介するための紹介ＵＲＬを生成し、紹介先の友達が所持するユーザ端末３ｂへ送信す
る。当該紹介ＵＲＬには、少なくとも、当該情報サイトのＵＲＬ、紹介元（ユーザ）の会
員ＩＤが含まれている。例えば、商品情報紹介システム１は、上記紹介ＵＲＬを生成する
ための情報サイト紹介用画面を提供しており、ユーザは、当該情報サイト紹介用画面で紹
介先のＳＮＳサイトまたは電子メールアドレス等を入力することにより、上記紹介ＵＲＬ
を生成して送信することができる。
【００７５】
　ステップＳ５０２～ステップＳ５０３；
　次に、情報サイトの紹介先を受けた友達が、ユーザ端末３ｂを用いて、自身のＳＮＳサ
イトまたは電子メールを参照し、テキスト本文に表示された紹介ＵＲＬをクリックすると
、図１２に示した会員登録画面が画面に表示される。ここで、上記友達が示された同画面
内の登録ボタンを押し下げると、紹介システム１５は、上記友達による会員登録要求を受
け付ける。
【００７６】
　ステップＳ５０４～ステップＳ５０５；
　次に、紹介システム１５は、上記友達に対して会員ＩＤを付与し、ログインパスワード
をユーザ端末３ｂへ発行するとともに、会員登録画面で入力された諸情報と会員ＩＤおよ
びパスワードとを関連付けて会員情報として仮に登録する。このタイミングでは、仮登録
とする。さらに、友達紹介システム１５は、当該会員登録要求がユーザ（ユーザ端末３ａ
）による紹介であることが分かるように、ユーザ端末３ａを紹介元とし、ユーザ端末３ｂ
を紹介先として、紹介元と紹介先とを互いに関連付けて紹介情報として管理する。
【００７７】
　ステップＳ５０６～ステップＳ５０７；
　次に、紹介システム１５は、登録した会員情報と紹介ＵＲＬに含まれていた紹介元（ユ
ーザ）に関する会員ＩＤ等の情報をポイント管理システム１２へ送信する。ポイント管理
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システム１２は、受信した情報から紹介元の会員ＩＤと紹介先の会員ＩＤを取得し、当該
２つの会員ＩＤに対して友達紹介時のポイント（紹介ポイント）をそれぞれ仮に付与する
。このタイミングでは、仮付与とする。例えば、紹介元には１００ｐｔを付与し、紹介先
には２５ｐｔを付与する。紹介元の方が情報サイトの広告に対する貢献度が高いので、紹
介先よりも多いポイントを付与することが好ましい。
【００７８】
　なお、上記友達による会員登録は、本来、新規会員登録に該当するので、紹介ポイント
としてではなく、新規登録ポイントとしてポイントを付与してもよい。勿論、新規登録ポ
イントとは別に、紹介ポイントしてポイントを付与してもよい。この場合、友達には、紹
介ポイントと新規登録ポイントが合わせて付与されることになる。いずれも場合でもポイ
ントを付与することに変わりはないが、より多くのポイントが付与される後者の方が情報
サイトの広告に対する貢献度が高い。
【００７９】
　ステップＳ５０８；
　次に、ポイント管理システム１２は、ステップＳ５０１の友達紹介とステップＳ５０３
の会員登録要求とに基づき、ステップＳ２１１で仮付与した各紹介ポイントをユーザ端末
３ａ，３ｂの画面にそれぞれ表示する。このタイミングで、上記ユーザは、自身の友達紹
介によるポイントを仮に獲得することができ、上記友達は、会員登録によるポイントを仮
に獲得することができる。
【００８０】
　ステップＳ５０９～ステップＳ５１０；
　次に、ユーザ端末３ｂには、本人確認を行うためのメッセージが自身のＳＮＳサイトま
たは電子メールへ通知される。ここで、当該ユーザ端末３ｂの友達が、発行済みの会員Ｉ
Ｄとパスワードを用いて本人確認の処理を行うと、認証要求が認証システム１７へ送信さ
れる。
【００８１】
　ステップＳ５１１～ステップＳ５１２；
　次に、認証システム１７は、ユーザ端末３ｂからの認証要求に含まれている会員ＩＤと
パスワードが発行済みのものと合致すれば、ステップＳ５０４で仮登録していた会員情報
を本登録するための更新要求を紹介システム１５へ送信する。
【００８２】
　ステップＳ５１３～ステップＳ５１５；
　次に、紹介システム１５は、上記更新要求に基づき、ステップＳ５０４で仮登録してい
た会員情報を本登録（登録を確定）するとともに、ステップＳ５０７で仮付与していた紹
介ポイントを確定するための確定要求をポイント管理システム１２へ送信する。その後、
ポイント管理システム１２は、当該確定要求に基づき、ステップＳ５０７で仮付与してい
たそれぞれの紹介ポイントを本付与（付与を確定）する。
【００８３】
　ステップＳ５１６；
　次に、ポイント管理システム１２は、ステップＳ５０８で通知していた仮ポイントが確
定したことをユーザ端末３ａ，３ｂの画面にそれぞれ表示する。このタイミングで、上記
ユーザは、自身の友達紹介によるポイントを獲得することができ、上記友達は、会員登録
によるポイントを獲得することができる。
【００８４】
　引き続き、図２１を用いて、紹介先の友達が情報サイトを友達（ユーザ端末３ａのユー
ザにとっては、友達の友達）に紹介した場合の処理動作について説明する。
【００８５】
　ステップＳ５１７～ステップＳ５２４；
　次に、ユーザ端末３ｂの友達が、ユーザ端末３ｂを用いて、商品情報紹介システム１の
情報サイトを紹介するための紹介ＵＲＬを生成し、当該友達の所持するユーザ端末３ｃへ
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送信する。その後、ステップＳ５０１～ステップＳ５０８と同様の処理が行われる。
【００８６】
　このとき、友達紹介システム１５は、ユーザ端末３ｂを紹介元とし、ユーザ端末３ｃを
紹介先として紹介情報に登録する。これにより、紹介情報には、既に登録されていた「ユ
ーザの会員ＩＤ→友達の会員ＩＤ」に加え、「友達の会員ＩＤ→友達の友達の会員ＩＤ」
が追加されることになる。なお、「」内は、「（紹介元）→（紹介先）」を意味する。
【００８７】
　また、ポイント管理システム１２は、当該紹介情報に基づき、友達の会員ＩＤと友達の
友達の会員ＩＤとに対して紹介ポイントを仮に付与するとともに、友達を紹介した大元で
あるユーザの会員ＩＤに対しても紹介ポイントを仮に付与する。例えば、友達には１００
ｐｔを仮付与し、友達の友達には２５ｐｔを仮付与し、ユーザには２５ｐｔを仮付与する
。すなわち、例えば、ユーザＢがユーザＣに情報サイトを紹介すると、当該ユーザＢに情
報サイトを紹介したユーザＡにもポイントが付与されることになる。
【００８８】
　ステップＳ５２５～ステップＳ５３２；
　その後、ユーザ端末３ｃの友達（ユーザ端末３ａのユーザにとっては、友達の友達）が
本人確認の処理を行うと、ステップＳ５０９～ステップＳ５１６と同様の処理が行われる
。具体的には、ユーザ端末３ｃによる本人確認に問題がなければ、仮登録していた会員情
報の登録を確定するとともに、仮付与していたそれぞれの紹介ポイントを確定する。これ
により、上記例の場合、友達に対する１００ｐｔが確定し、友達の友達に対する２５ｐｔ
が確定し、ユーザに対する２５ｐｔが確定する。
【００８９】
　以上の通り、商品情報紹介システム１は、情報サイトを紹介した紹介元と当該情報サイ
トの紹介を受けた紹介先にそれぞれポイントを与え、また、当該紹介先が当該情報サイト
を紹介した場合、当該紹介元にもポイントを与えるので、情報サイトを紹介すると、紹介
元に加え、紹介先や紹介した大元にもポイントが付与されることから、情報サイトを紹介
すればするほどポイントが自身以外にも溜まり、紹介の連鎖が発生し易くなる。それゆえ
、情報サイトのサイト運営者にとって、当該情報サイトを積極的に広告しなくても当該情
報サイトを効率的に広告・宣伝することができ、当該情報サイトの会員を効率的かつ自然
に増やすことができる。
【００９０】
　（６）情報サイト間ポイント交換処理
　図２２を用いて、情報サイト間でポイントを交換する処理動作について説明する。イン
ターネット上には、商品情報紹介システム１の備える情報サイトとは別に、ポイントを利
用可能な様々なサイトがある。そこで、本実施形態の情報サイトで獲得した保有ポイント
を別サイトでも利用可能とするため、当該別サイトに対してポイントを発行する仕組みを
持つ。なお、当該別サイトは、本実施形態の情報サイトとは異なる別種のサイト（例えば
、単なる課金管理サイト）であってもよいし、同種のサイトでもよい。
【００９１】
　ステップＳ６０１；
　ユーザがユーザ端末３を用いてポイント管理システム１２へアクセスすると、ポイント
交換画面が画面に表示される。ここで、ユーザが当該ポイント交換画面の入力欄に利用ポ
イント数（所定数のポイント）を入力し、同画面内の変換ボタンを押し下げると、ポイン
ト管理システム１２は、当該ユーザによるポイント変換要求を受け付ける。
【００９２】
　ステップＳ６０２～ステップＳ６０３；
　次に、ポイント管理システム１２は、予め設定していたポイントの変換レートに基づき
、ポイント変換要求に含まれる利用ポイント数をレート変換し、また、必要に応じて利用
先の別サイトでのポイントのデータ構造形式に合うように変換を行った後に、別サイトへ
送信する。例えば、１ｐｔ＝０．５円でレート設定されている場合、利用ポイント数が１
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０，０００ｐｔであれば、５，０００円分のポイントを他のＥＣ（Electronic Commerce
）サイトへ送信する。これにより、当該ＥＣサイトでは、受信したポイントを用いて、自
ＥＣサイトで購入した商品代金の全部または一部に充てる等の決済処理を行うことができ
る。
【００９３】
　ステップＳ６０４～ステップＳ６０６；
　出品者端末５の出品者がポイント変換要求を行った場合も、ステップＳ６０１～ステッ
プＳ６０４と同様の処理を行う。これにより、出品者であっても、商品情報紹介システム
１の情報サイトで獲得した保有ポイントを他のサイトでも利用することができる。
【００９４】
　以上の通り、商品情報紹介システム１は、会員の保有ポイントを別サイトに送信し、ま
た、当該別サイトで利用可能な形式に変換するので、当該別サイトでもポイントを利用で
きることから、情報サイトに対する会員の利用価値が高まり、より多くの商品情報を掲載
しようとする心理的効果を導くことができる。
【００９５】
　ここまで、商品情報紹介システム１で行うポイント処理に関する処理動作（ポイント管
理方法）について、複数の処理動作を個々別々に説明したが、当該複数の処理動作を全て
同時に行ってもよいし、当該複数の処理動作を組み合わせてもよい。例えば、（５）の処
理で用いたポイントの仮付与期間を（２）の処理に組み合わせ、ユーザ端末３からエント
リー投稿要求を受け付けた際にポイントを仮付与し、当該エントリーが適正であれば、仮
付与していたポイントを本付与するようにしてもよい。
【００９６】
　また、上述した複数の処理動作の各処理動作は一例である。例えば、会員ＩＤに代えて
会員の名称を用いて会員を判別してもよいし、システム間で会員ＩＤのみを特定のタイミ
ングで送信するのではなく、会員ＩＤ以外の任意の情報を含む包括的な情報をシステム間
で同一のタイミングで共有するようにしてもよい。
【００９７】
　最後に、本実施の形態で説明した商品情報紹介システム１は、メモリ、ハードディスク
、ＣＰＵ、通信インタフェース、モニタ等を備え、会員または非会員の端末にＷｅｂで情
報を提供可能なコンピュータで実現可能である。例えば、会員管理システム１１は、非会
員の端末モニタに対して会員登録画面を表示させる機能を備えたサーバ装置で実現可能で
ある。商品情報掲載システム１３は、例えば、情報サイトを表示するＷｅｂサイト機能を
備えたサーバ装置で実現可能である。商品情報紹介システム１を構成する複数のシステム
のうち、いずれか複数のシステムを合わせた縮退構成としてもよいし、一のシステムを機
能分割して更に多くのシステムを備えた構成としてもよい。
【００９８】
　また、本実施の形態で説明したユーザ端末３および出品者端末５については、パーソナ
ルコンピュータ、携帯電話、スマートフォン、タブレット、ＰＤＡ（Personal Digital A
ssistant）等を用いることができる。
【００９９】
　また、当該商品情報紹介システム１としてコンピュータを機能させるためのプログラム
、当該プログラムの記憶媒体を作成することも可能である。例えば、ポイント管理プログ
ラム、当該ポイント管理プログラムを記録したポイント管理プログラム記録媒体を作成す
ることができる。
【符号の説明】
【０１００】
　１…商品情報紹介システム
　１１…会員管理システム
　１１１…要求受付部
　１１２…会員情報登録部
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　１１３…会員情報記憶部
　１１４…会員情報送信部
　１１５…ログイン認証部
　１２…ポイント管理システム
　１２１…ポイント記憶部
　１２２…ポイント計算部
　１２３…ポイント送信部
　１２４…ポイントバック判定部
　１２５…ポイント交換部
　１３…商品情報掲載システム
　１３１…商品情報記憶部
　１３２…商品情報表示部
　１３３…掲載要求受付部
　１３４…商品情報登録部
　１３５…エントリー受付部
　１３６…エントリー情報送信部
　１４…エントリーシステム
　１４１…エントリー判定部
　１４２…エントリー情報登録部
　１４３…エントリー情報記憶部
　１４４…エントリー情報送信部
　１４５…エントリー情報購入受付部
　１５…紹介システム
　１５１…会員情報登録部
　１５２…会員情報記憶部
　１５３…紹介情報登録部
　１５４…紹介情報記憶部
　１５５…紹介情報送信部
　１６…課金システム
　１７…認証システム
　３，３ａ，３ｂ，３ｃ…ユーザ端末
　５…出品者端末



(17) JP 6652546 B2 2020.2.26

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(18) JP 6652546 B2 2020.2.26

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】



(19) JP 6652546 B2 2020.2.26

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(20) JP 6652546 B2 2020.2.26

【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】



(21) JP 6652546 B2 2020.2.26

【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】



(22) JP 6652546 B2 2020.2.26

【図２２】



(23) JP 6652546 B2 2020.2.26

10

フロントページの続き

(72)発明者  内田　麻依
            千葉県習志野市津田沼３－２２－１１　スマートライフ株式会社内

    審査官  上田　威

(56)参考文献  特開２００４－２６５０１３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２２３５３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２９７８６７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１４１０５１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｑ　　１０／００　－　９９／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

